
七
九
一

第
三
十
章　

Ｉ
Ｐ
Ｕ
（
列
国
議
会
同
盟
）
等　
　

（
五
七
五
）

第
三
十
一
章　

国
立
国
会
図
書
館
及
び
法
制
局　
　

（
五
七
六
）

第
三
十
一
章　

国
立
国
会
図
書
館
及
び
法
制
局

五
七
六　

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
両
議
院
の
議
長
が
、
両
議
院
の
議

院
運
営
委
員
会
と
協
議
の
後
、
国
会
の
承
認
を
得
て
任
命
す
る

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
両
議
院
の
議
長
が
、
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
と
協
議
の
後
、
国
会
の
承
認
を
得
て

こ
れ
を
任
命
す
る
。

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
任
命
の
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
回
国
会 
昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日 

 

金
森
徳
次
郎
君
を
任
命
（
同
月
二
十
四
日
両
議
院

承
認
）

第
三
十
八
回
国
会 

昭
和
三
十
六
年
四
月
五
日 

鈴
木
隆
夫
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
四
十
八
回
国
会 

昭
和
四
十
年
四
月
二
十
三
日 

 

河
野
義
克
君
を
任
命
（
同
日
本
院
承
認
、
同
月
二

十
二
日
衆
議
院
承
認
）

第
六
十
三
回
国
会 

昭
和
四
十
五
年
五
月
十
三
日 

久
保
田
義
麿
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
七
十
回
国
会 

昭
和
四
十
七
年
十
月
二
十
八
日 

 

宮
坂
完
孝
君
を
任
命
（
同
日
本
院
承
認
、
同
月
二

国 

第
一
三
〇

条

図

第

四

条



七
九
二

十
七
日
衆
議
院
承
認
）

第
八
十
二
回
国
会 

昭
和
五
十
二
年
十
月
十
一
日 

 

岸
田
實
君
を
任
命
（
同
月
八
日
本
院
承
認
、
同
月

七
日
衆
議
院
承
認
）

第
九
十
四
回
国
会 

昭
和
五
十
六
年
四
月
十
日 

植
木
正
張
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
九
十
六
回
国
会 

昭
和
五
十
七
年
八
月
二
十
日 

荒
尾
正
浩
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
百
七
回
国
会 

昭
和
六
十
一
年
九
月
十
二
日 

指
宿
清
秀
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
百
十
八
回
国
会
閉
会
後 

平
成
二
年
六
月
三
十
日 

 

加
藤
木
理
勝
君
を
任
命
（
同
月
二
十
六
日
両
議
院

承
認
）

第
百
三
十
回
国
会 
平
成
六
年
七
月
二
十
二
日 

 

緒
方
信
一
郎
君
を
任
命
（
同
日
本
院
承
認
、
同
月

二
十
一
日
衆
議
院
承
認
）

第
百
四
十
二
回
国
会 

平
成
十
年
六
月
十
八
日 

戸
張
正
雄
君
を
任
命
（
同
日
両
議
院
承
認
）

第
百
五
十
四
回
国
会 

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日 

 

黒
澤
隆
雄
君
を
任
命
（
同
日
本
院
承
認
、
同
月
十

八
日
衆
議
院
承
認
）

第
百
六
十
六
回
国
会 

平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日 

 

長
尾
真
君
を
任
命
（
同
日
本
院
承
認
、
同
月
二
十

七
日
衆
議
院
承
認
）



七
九
三

第
三
十
一
章　

国
立
国
会
図
書
館
及
び
法
制
局　
　

（
五
七
七
）

第
百
八
十
回
国
会 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

大
滝
則
忠
君
を
任
命
（
三
月
三
十
日
両
議
院
承
認
）

第
百
九
十
回
国
会 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 

羽
入
佐
和
子
君
を
任
命
（
三
月
二
十
九
日
本
院
承

認
、
同
月
二
十
四
日
衆
議
院
承
認
）

第
二
百
一
回
国
会 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

吉
永
元
信
君
を
任
命
（
三
月
二
十
七
日
本
院
承
認
、

同
月
二
十
六
日
衆
議
院
承
認
）

五
七
七　

法
制
局
長
は
、
議
長
が
議
院
の
承
認
を
得
て
任
免
す
る

法
制
局
長
は
、
議
長
が
議
院
の
承
認
を
得
て
こ
れ
を
任
免
す
る
。
た
だ
し
、
閉
会
中
は
、
議
長
に
お
い
て
そ
の
辞
任
を

許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
制
局
長
の
任
命
の
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
三
回
国
会 

昭
和
二
十
三
年
十
月
十
五
日 

奥
野
健
一
君
を
任
命
（
同
月
十
一
日
議
院
承
認
）

第
二
十
六
回
国
会 

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日 

斉
藤
朔
郎
君
を
任
命
（
同
月
二
十
日
議
院
承
認
）

第
四
十
一
回
国
会 

昭
和
三
十
七
年
八
月
十
三
日 

今
枝
常
男
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）

第
七
十
二
回
国
会
閉
会
後 

昭
和
四
十
九
年
六
月
四
日 

 

杉
山
恵
一
郎
君
を
任
命
（
五
月
三
十
一
日
議
院
承

国 

第
一
三
一

条



七
九
四

認
）

第
九
十
二
回
国
会
閉
会
後 

昭
和
五
十
五
年
八
月
四
日 

 

浅
野
一
郎
君
を
任
命
（
七
月
二
十
五
日
議
院
承 

認
）

第
百
十
二
回
国
会 

昭
和
六
十
三
年
四
月
二
十
六
日 

中
島
一
郎
君
を
任
命
（
同
月
十
八
日
議
院
承
認
）

第
百
三
十
二
回
国
会
閉
会
後 

平
成
七
年
六
月
二
十
日 

田
島
信
威
君
を
任
命
（
同
月
十
六
日
議
院
承
認
）

第
百
四
十
五
回
国
会 

平
成
十
一
年
八
月
十
三
日 

河
野
久
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）

第
百
六
十
四
回
国
会 

平
成
十
八
年
四
月
一
日 

 

大
島
稔
彦
君
を
任
命
（
三
月
二
十
九
日
議
院
承 

認
）

第
百
七
十
三
回
国
会 
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日 

伊
藤
誠
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）

第
百
八
十
四
回
国
会 

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日 

岩
崎
隆
二
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）

第
百
九
十
回
国
会 

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日 

長
野
秀
幸
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）

第
二
百
三
回
国
会 

令
和
二
年
十
二
月
四
日 

川
崎
政
司
君
を
任
命
（
同
日
議
院
承
認
）


